
中小規模新築建物における新制度

2022年12月20日（火曜日）開催
第７回 東京都新築建築物制度改正等に係る技術検討会

資料２
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建築物に係る環境配慮の措置（分野その３）
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エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換

資源の適正利用

生物多様性の保全

気候変動への適応

建築物等に係る環境配慮の措置
中小規模

＜本日ご意見を頂く分野＞

●新制度では「配慮すべき事項」に対する措置をアピールできる仕組みとする。
・建築物環境報告書（仮称）の報告において、配慮指針に基づき各事業者が行う「配慮すべき事項」に対する
措置を自由に記載できるようにする。

・記載内容の公表を通じて、各事業者の取組をひろくアピールできる仕組みとする。
・措置の実績については、義務基準に関する現地調査の際に合わせて確認する。
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現行分野(自然環境の保全）の区分等
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中小規模
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●現行の区分
区分 配慮すべき事項

雨水浸透 望ましい水循環の保全を図るために行う雨水浸透に係る事項

緑の量の確保 緑の量の確保のために行う事項

高木等による緑化 建築物上の樹木の確保、高木の植栽及び既存の樹木の保全に係る事項

緑の質の確保 緑の質の確保のために行う事項

植栽による良好な景観形成 植栽による良好な景観形成のために行う事項

緑地等の維持管理に必要な設備及び管理方針の設定 緑地等の維持管理に必要な設備及び管理方針の設定のために行う事項



区分 配慮すべき事項 CASBEE（戸建）新築との関係

雨水浸透 望ましい水循環の保全を図るために行う雨水浸透に係る事項 ○

緑の確保、維持管理等
生物多様性の保全を図るために行う緑の量、質の確保若しくは
景観形成又は維持管理に必要な設備等に係る事項

○

生物多様性の保全に係る区分等
（見直しイメージ）
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中小規模
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●新制度での区分イメージ（案）

○：都制度の建築物環境報告書（仮称）を作成するうえで、CASBEE（戸建）新築における評価を参考にすることが可能

●生物多様性の保全について、都市型住宅においても配慮可能な措置を促進
区分【現行】

雨水浸透

緑の量の確保

高木等による緑化

緑の質の確保

植栽による良好な景観形成

緑地等の維持管理に必要な設備及び管理方針の設定

区分【新制度での区分イメージ（案）】

雨水浸透

緑の確保、維持管理等

＜継続＞

＜統合＞
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中小規模
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●雨水浸透の取組例

外構の一部を雨水浸透の促進につなげる事例

生物多様性の保全
取組例

（出典）株式会社中央住宅HPに都が一部加筆
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中小規模
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●緑の確保、維持管理等の取組例

気候風土に合わせた樹木を植える取組

生物多様性の保全
取組例

（出典）積水ハウス株式会社HPに都が一部加筆


